
 

 
平成２１年７月２１日 

 

「国・地方間の係争処理のあり方に関する研究会」の開催  
 

総務省では、「国・地方間の係争処理のあり方に関する研究会」を開催し、国・

地方間の係争処理のあり方等について、有識者による検討を行うこととしました。 

 

１ 趣旨 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、国の地方公

共団体に対する関与等のあり方が抜本的に見直され、第三者機関による係争処理手

続等も整備されました。 

  しかしながら、国の是正の要求・指示に対し、地方公共団体がこれに応じず、か

つ、審査の申出も行わない場合には、係争処理手続等が活用されず、問題が解決さ

れないまま継続するという課題が残されてきたところであり、現実にそのような事

態が生じています。 

  こうした課題を解決するため、公正で透明な国・地方間の係争処理のあり方等に

ついて、調査研究を行います。 

 

２ スケジュール（予定） 

 ・ ７月    第１回研究会の開催 

 ・ ８月以降  概ね月１回ペースで開催 

・ １１月頃  報告書の取りまとめ 

 

３ 構成員 

  別紙のとおり。 

 

４ 開催日程 

  第 1 回研究会 平成２１年７月２３日（木）１３：００～１５：００ 

 

（連絡先） 

自治行政局行政課  

担当：上仮屋課長補佐、村上主査 

電話： (直 通)０３-５２５３-５５０９ 

FAX:０３-５２５３－５５１１ 

 



国・地方間の係争処理のあり方に関する研究会 

メンバー名簿 

 

青山 正明  弁護士・桐蔭横浜大学法科大学院教授 

 

斎藤 誠   東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 

塩野 宏   東京大学名誉教授 

 

高橋 和之  明治大学法科大学院教授 

 

牧原 出   東北大学大学院法学研究科教授 

 

山本 和彦  一橋大学大学院法学研究科法務専攻教授 

 

渡邊 顯   弁護士  

 

※ 委員は５０音順 

（別紙） 



現行の国・地方間の係争処理手続等の課題等について 

 

○ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

（平成１２年４月施行）により、国の地方公共団体に対する関与

等のあり方が抜本的に見直され、第三者機関による係争処理手続

等が整備された。 

 

 【現行の係争処理手続等】 

  ・ 地方公共団体の事務処理が違法等である場合には、国は、

当該地方公共団体に対し、自治事務については「是正の要求」

を、法定受託事務については「是正の指示」を行うことがで

きる。 

・ 国からの是正の要求・指示等に不服のある地方公共団体の

長等は、国地方係争処理委員会に対し、不服審査の申出を行

うことができる。 

・ 国地方係争処理委員会は、当該申出に基づき審査を行い、

国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対

して必要な措置を行う旨の勧告を行う。 

・ 地方公共団体の長等は、国が当該勧告に従わない場合等は、

高等裁判所に提訴することができる。 

 

※  都道府県の是正の要求・指示に不服がある市町村の長等

は、総務大臣に対し、自治紛争処理委員の審査に付するこ

とを求めることができる。 

 

○ しかしながら、国の是正の要求・指示に対し、地方公共団体が



これに応じず、かつ、審査の申出も行わない場合には、係争処理

手続等が活用されず、問題が解決されないまま継続するという課

題が残されてきたところであり、現実にそのような事態が生じて

いる。 

  

【現行制度設立時の経緯】 

 地方分権推進委員会第４次勧告（平成９年１０月）において、

国と地方公共団体との間の係争処理手続として、 

・  地方公共団体の長等の不服審査の申出 

・  国の行政機関の長の不服審査の申出 

・  地方公共団体の長等の訴訟の提起 

・  国の行政機関の長の訴訟の提起 

が盛り込まれたにも関わらず、その後の政府内調整により、国

の行政機関の長の不服審査の申出及び国の行政機関の長の訴訟

の提起については、制度化されなかった。 

 

【現実に生じている事態】 

  住基ネットに接続していない東京都国立市長に対し、総務大

臣の指示により東京都知事から「是正の要求」がなされたにも

関わらず、国立市長はこれに応じず、かつ、不服審査の申出も

行わないため、違法状態が継続している。 

 

 

○ こうした課題を解決するため、公正で透明な国・地方間の係争

処理のあり方等について、検討を行うことが必要。 



平成11年８月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」公布
平成14年８月５日 住民基本台帳ネットワークシステム第１次稼働（住民への住

民票コード通知開始、行政機関への本人確認情報の提供）
平成15年８月25日 住民基本台帳ネットワークシステム第２次稼働（住民基本台

帳カードの交付、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡
素化）

平成16年１月 公的個人認証サービス開始

平成18年９月 横浜市が全住民の本人確認情報の送信を完了

平成18年10月 社会保険庁が年金受給者現況確認に利用開始
平成20年３月６日 住民票コード削除請求に係る最高裁判決(全面勝訴(大阪、石

川・愛知・千葉))

平成20年７月８日 杉並事件最高裁決定（全面勝訴）～いわゆる選択制の可否～

平成21年１月５日 杉並区住基ネット接続
平成21年２月 総務大臣から東京都知事に是正の要求の指示（13日）、東京

都知事から国立市長へ是正の要求（16日）
平成21年３月18日 国立市が自らの事務処理の適法性や当該是正の要求の違法性を

自治紛争処理委員の審査の申立という手段により主張しないまま、

審査申立期間（３０日以内）が経過

住民基本台帳ネットワークシステムの経緯
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